
第２１章 開発行為に伴う給水施設 
 

第１節  開発行為に伴う給水施設の設置 
 

秋田市宅地開発に関する条例第９条各号のいずれかに該当する開発行為に伴い給水施

設を設置する場合は、「開発行為に伴う給水施設の取扱いに関する要綱」（以下「開発要

綱」という。）に基づき行うものとする。 

 

（解説） 

１ 事前協議 

開発者は、「秋田市宅地開発に関する条例」に基づく事前協議のほか、給水施設の

設置に関し事前に協議しなければならない。 

秋田市宅地開発に関する条例第９条                                   

(1) 市街化区域内において行う 1,000 平方メートル以上の開発行為                

(2) 市街化調整区域内において行う開発行為                              

(3) 都市計画区域外の区域内において行う 1 ヘクタール以上の開発行為 

２ 申請等の提出書類 

申請等を行う場合は、「開発要綱」、「施行指針」、「配水管工事標準仕様書」（以下

「配水管仕様書」という。）、「配水管工事標準仕様要領集」（以下「配水管要領集」

という。）に基づき次の書類を局に提出しなければならない。 

  ※ 配水管仕様書および配水管要領集は以下のＵＲＬから参照すること。 

  （ＵＲＬ https://www.city.akita.lg.jp/suido/1008180/1008345.html） 

(1) 申請時 

給水施設設置申請書（様式第 49 号）・・・・・１部 

開発行為許可書の写し       ・・・・１部 

給水施設設計書  ・・・・・・・・・・・・・１部 

利害関係人の同意書（様式第９号） 

その他管理者が必要とする書類 

(2) 着工前 

施工計画書（配水管要領集参照） 

協議書（配水管要領集参照） 

工事材料検査願(配水管要領集参照）・・・・・１部 

(3) 完成時 

給水施設完成届（様式第 50 号） ・・・・・・１部 

         ≪完成図書≫ 

完成図 （配水管要領集）・・・・・・・・・・１部  

現場写真・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

出来形結果表・・・・・・・・・・・・・・・１部 

出来形管理図表・・・・・・・・・・・・・・１部 

管路の水圧試験報告書・・・・・・・・・・・１部 

設備関係取扱説明書・・・・・・・・・・・・１部 

その他管理者が必要とするもの 

(4) 完成検査後 

完成図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・３部 

３ 完成施設の取扱い 

(1) 完成した給水施設（各戸に引き込まれた給水管を除く）は、「開発要綱第８条」
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に基づき完成日と同時又は完成日から３年以内に寄附しなければならない。 

（様式第 51 号) 

(2) 私有地に布設された開発配水管を寄附する場合は、土地使用同意書に土地所 

有者の署名を必要とする。                  （様式第 52 号） 

 

 

第２節  開発行為に伴う給水施設の施工 
 

開発行為に伴う給水施設の施工は、「水道施設設計指針」、「配水管仕様書」および「配

水管要領集」に基づき行うものとする。 

 

（解説） 

開発行為に伴う給水施設の施工については、工事内容が配水管布設工事と同一のも

のであることから、「水道施設設計指針」、「配水管仕様書」および「配水管要領集」を

適用するものである。  
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